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１ コロナ禍関連の整理解雇を無効と判

断した仙台地裁決定 

新型コロナの影響による業績悪化を理

由に、仙台市を拠点に営業するタクシー

会社を解雇された運転手４人が、会社側

に従業員としての地位確認や賃金の支払

いを求めた仮処分の申し立てに、仙台地

裁は８月２１日、４人の解雇を無効とし

て、うち３人に休業手当相当額の一部を

支払うよう会社側に命じる決定をしまし

た。 

 運転手側は審尋で「同社は雇用調整助

成金を利用しておらず、解雇を回避する

措置を講じていない」と主張し、斉藤研

一郎裁判官は助成金を申請すれば休業手

当の大半が補填できたと指摘し、賃金の

一部を９月から１年間支払うように命じ

る仮処分の決定を出しました（以上、報

道より）。 

 

２ 現状の雇用調整助成金制度の下では

ほとんどの整理解雇は無効になる 

整理解雇の４要件（要素）には①人員

削減の必要性②解雇回避努力義務③人員

選定基準の合理性④労使交渉があります。 

整理解雇ののうちの解雇回避努力義務は、

現在の雇用調整助成金を用いれば雇用確

保することができるため、現状ほとんど

の整理解雇は無効になると思います。 

 

３ 仮処分決定の後何が起きるか 

（１）毎月月給の７～８割相当を解雇対

象者に支払わなければならないことが多

い 

賃金仮払いの仮処分決定にもとづく仮

払い（以下単に「仮払い」と言います）の

金額は、毎月の生活を維持できる金額に

設定されることが多いため、月給１０割

を支払うよう命じることは少なく、毎月

月給の７～８割相当を支払うよう命じら

れます。 

（２）解雇有効を争い続ける限り雇用調

整助成金を受給できない 

解雇有効を争い続ける限り、仮払いを

した金額について雇用調整助成金は申請

できません。解雇したという前提に立て

ばすでに退職した従業員であるため、退

職した従業員の休業を想定することはで

きないからです。そのため、解雇を撤回

しない限り、賃金の仮払いを助成金で補

填することはできません。 

（３）解雇を撤回しても雇用調整助成金

を受給できない場合がある 

解雇を撤回すれば、仮払い部分につい

て雇用調整助成金を申請できるのでしょ

うか。当然ながら、解雇撤回後の休業手

当については雇用調整助成金を申請する

ことができます（但し、その時点で現在

の制度が存続しているかは不明です）。 

では、解雇撤回前に実行した仮払いに

ついてはどうでしょうか。 

① 仮払いは休業手当の支払いと言える

か 

この点については厚生労働省の見解や
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裁判所の先例は私の知り限りありません

（マニアック過ぎますから）。私の考えで

仮払いは休業手当の支払いとは認められ

ない可能性が高いと思います。といいま

すのも、仮払いは賃金の支払いとは性質

が異なると判断した裁判例（千代田化工

事件 東京高裁平成５年５月２６日判決）

があるからです 。 

②雇用調整助成金の申請期限を徒過して

しまう可能性 

仮に仮払いが休業手当として認められ

たとしても、長期間争った後であれば、

雇用調整助成金の申請期限を徒過してし

まう可能性が十分あります。結局、助成

金を利用することができず相当期間の仮

払いを自腹で支払わないといけなくなる

のです。業績の苦しい会社であれば相当

な痛手になります。 

（４）退職和解に多額の金銭が必要な場

合が多い 

賃金仮払い仮処分後は、毎月月給の一

部相当額を一定期間受給できることが確

実であるため、退職和解をするのであれ

ば、賃金仮処分で得られるであろう金銭

（上記仙台地裁の事例であれば月当たり

の仮払い金額一年分から既払い分を引い

た金額）＋αが必要になります。αは事

案にもよりますが、半年分なら安い方で

一年分だったり二年分だったりします。

経営者のメンツにかけても職場復帰をさ

せたくないことと、労働者側もそのあた

りの事情は分かっていますから強気で要

求します。そうなると合計一年半から二

年分、多額に上ると二年分を超える金銭

を支払って退職和解をすることになりま

す。 

しかも、整理解雇は通常１名だけを対

象に行うことは稀で少なくとも３名～５

名、多いと１０名以上を対象に行うこと

になりますので、この退職和解金が相当

な金額に上ることがお分かりいただける

と思います。この時点で会社は「とんで

もないことをしてしまった」と気づくの

ですが時すでに遅しです。 

  

４ 合意退職を目指すことが合理的な解

決方法 

以上の通り、いかにコロナ禍における

整理解雇が不合理な結果を招くか私なり

に考えてみましたが、話し合いの上、説

明を尽くし、その会社なりに出せる金額

を用意し、合意退職を目指すことが結局

会社にとっても合理的な解決方法になる

のではないかと思います。 

もちろん、「整理解雇について争うこと

を諦める」「頼める弁護士を見つけられな

い」「労働組合に加入して争うことはしな

い」などの場合も考えられます。地方に

よってはそちらの可能性の方が圧倒的に

高いかもしれません。しかし、仮処分命

令が出される可能性が数パーセントでも

あれば、避けられるリスクは会社存続の

為に避けるべきだと私は思います。 
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